
横 浜 市 条 例 第 １ 号

　 　 　 横 浜 市 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 運 営 の 基 準 に 関 す る 条

　 　 　 例

  （ 趣 旨 ）

第 １ 条   こ の 条 例 は 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号

  。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 条 の ３ に お い て 準 用 す る 法 第 条 第

  ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 運 営 に 関 す る 基

  準 を 定 め る も の と す る 。

  （ 定 義 ）

第 ２ 条   こ の 条 例 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 法 及 び 特 定 乳 児 等 通 園 支

  援 事 業 の 運 営 に 関 す る 基 準 （ 令 和 ７ 年 内 閣 府 令 第 号 。 以 下 「 内

  閣 府 令 」 と い う 。 ） の 例 に よ る 。

  （ 運 営 に 関 す る 基 準 ）

第 ３ 条   第 １ 条 の 基 準 は 、 次 条 に 定 め る も の の ほ か 、 内 閣 府 令 の 定

  め る と こ ろ に よ る 。

  （ 暴 力 団 等 の 排 除 ）

第 ４ 条   特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は 、 横 浜 市 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平

  成 年 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 の 暴 力 団 、 同 条 第 ４

  号 の 暴 力 団 員 等 、 同 条 第 ５ 号 の 暴 力 団 経 営 支 配 法 人 等 又 は 同 条 例

  第 ７ 条 の 暴 力 団 員 等 と 密 接 な 関 係 を 有 す る と 認 め ら れ る 者 で あ っ

  て は な ら な い 。

  （ 委 任 ）

第 ５ 条   こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要

  な 事 項 は 、 市 長 が 定 め る 。

      附   則

  こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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